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日本郵便（人事異動）不当労働行為再審査事件

（平成30年（不再）第32号）命令書交付について

中央労働委員会第三部会（部会長 畠山 稔）は、令和２年２月18日、標記事件に関する命令書

を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】

～組合支部執行委員Ｘの支部の所属変更が伴う人事異動は、不当労働行為には該当しないとし

た事案～

Ｘは、組合支部執行委員であるＸの支部所属変更を伴う人事異動は、会社が、組合内におけ

るＸの「Ｃ１組合派」としての活動を嫌悪し、支部執行部から排除するために行ったもので、

労働組合法第７条第１号及び第３号の不当労働行為であると主張する。しかし、Ｘは人事異動

により組合活動上の不利益を被ったとみることはできるものの、会社がＸの「Ｃ１組合派」と

しての活動を認識していたとはいえない。したがって、Ｘの主張はその前提を欠いており、Ｘ

の人事異動は不当労働行為に該当しない。

Ⅰ 当事者

再審査申立人：Ｘ（個人）

再審査被申立人：日本郵便株式会社（以下「会社」）（東京千代田区）従業員 約19万５千240人

名（平成29年３月31日現在）

Ⅱ 事案の概要

１ 本件は、会社が、組合Ａ１支部執行委員であるＸに対し、平成28年４月１日付けで組合支部

の所属変更を伴うＢ１郵便局からＢ２郵便局への配転（「本件人事異動」）を命じたことが不当

労働行為であるとして、救済申立てがあった事案である。

２ 初審神奈川県労委は、本件人事異動は不当労働行為には当たらないとして、本件救済申立てを

棄却したところ、Ｘは、これを不服として、再審査を申し立てた。

Ⅲ 命令の概要

１ 主文

本件再審査申立てを棄却する。

２ 判断の要旨
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⑴ 本件人事異動による労働組合法第７条第１号該当性について

ア 本件人事異動による不利益について

Ｘには、本件人事異動に伴い、業務内容等や通勤時間に不利益は存在しないものの、組合Ａ１支

部の執行委員の地位を失い、支部執行委員としての組合活動ができなくなったことについて、不利

益があったとみることができる。

イ 本件人事異動における不当労働行為意思について

(ｱ) Ｘは、会社がＸの組合内における「Ｃ１組合派」としての活動を認識していたことを前提に、

本件人事異動は、当該活動を嫌悪して行われた不利益取扱いであると主張する。

しかし、Ｘは、①初審の審問において（組合内における「Ｃ１組合派」の代表である）Ａ２と

の活動を公然とは表明していなかった旨供述するなど、「Ｃ１組合派」としての活動をあくまで非

公然に行っていたと認められること、②Ｃ１組合を支援するＣ２センター（共同代表Ａ２）らの

呼び掛けにより開催されたＣ３結成集会にＡ２と参加したが、集会の写真を掲載した報告集は会

社に提供されておらず、ほかに会社がＸの同集会への参加を認識し得たことを認めるに足りる証

拠もないこと、③Ｃ２センターの全国組織Ｃ４センターに、同センター発行の月刊Ｃ５の分会

への郵送を依頼し、Ｂ３総務部長は、少なくとも４回にわたりこれを借り受け、会社との窓口担

当であるＸに返却したことがあったが、同誌には、（Ａ２の氏名やコラム等の掲載はあるものの）

Ｘの氏名、写真等の記事の掲載はないこと等から、同総務部長はＸが「Ｃ１組合派」に関心を持

っていたことを推認し得たとはいえるものの、組合内で「Ｃ１組合派」として活動していること

を認識していたとまで認めることはできないこと、④28年４月１日、Ａ２とＢ１郵便局の周辺で

ビラを配布したが、これ以前に同郵便局周辺でＡ２とビラを配布したことを認めるに足りる証拠

はないこと等からすると、Ｘが組合内において「Ｃ１組合派」として活動していた事実について

会社が本件人事異動の内命以前に認識していたということはできず、Ｘの主張はその前提を欠く。

(ｲ) そして、会社は、毎年度、定期人事異動を行っており、郵便局に勤務する課長代理以下の役職

の社員については、組織の活性化や社員のスキルアップを図る目的で、同一局におおむね５年以

上勤務する社員が対象であるところ、Ｘは、Ｂ１郵便局に１０年勤務し、上位役職への昇進を目

指すために能力を高めたい等と「社員申告書」により自ら申告し、スキルアップにも意欲的な姿

勢を見せていたことなどが認められる。そうすると、会社は、Ｘのモチベーションや能力の高さ

を考慮し、他の職場を経験することで能力を伸ばし、組織の活性化に貢献してもらうことを期待

して、定期人事異動の一環として本件人事異動を行ったとみるのが相当であり、本件人事異動に

は業務上の必要性があったと認められる。

また、会社が、定期人事異動を行うに当たり、対象者が組合の執行委員であることを考慮して

いることはうかがわれず、Ｘについてもこれと異なる事情は見いだし難いことからすれば、本件

人事異動は、業務上の必要性がある上、その人選も不合理なものであったとはいえない。

(ｳ) 以上によれば、本件人事異動は、Ｘの組合内における「Ｃ１組合派」の活動を嫌悪して行われ

たものであるとは認められず、会社に不当労働行為意思があったとはいえない。

⑵ 本件人事異動による労働組合法第７条第３号該当性について

上記⑴で判断したとおり、本件人事異動は、会社がＸの「Ｃ１組合派」としての活動を認識して行

われたものではない。また、Ａ１支部からは、本件人事異動に対する抗議等はなされておらず、執行

委員からＸが外れたことにより、同支部の組合活動が停滞したことなどを認めるに足りる証拠もない。

したがって、本件人事異動は、組合内における「Ｃ１組合派」を含む組合の運営に対する支配介入

に当たらず、労組法第７条第３号の不当労働行為に該当しない。

【参考】

初審救済申立日 平成28年４月４日（神奈川労委平成28年(不)第12号）

初審命令交付日 平成30年６月11日

再 審 査 申 立 日 平成30年６月25日


